
規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日

規則第７５号
さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規

則
総 務 課 令和３年８月２５日

規則第７６号
さいたま市国民健康保険条例施行規則の一

部を改正する規則 
国 民 健 康 保 険 課 令和３年８月２７日

規則第７７号
さいたま市区役所等事務分掌規則の一部を

改正する規則 
区 制 推 進 部 令和３年８月３０日

規則第７８号 さいたま市会計規則の一部を改正する規則 出 納 課 令和３年８月３１日

規則第７９号
さいたま市子ども・子育て支援法施行細則の

一部を改正する規則
保 育 課 令和３年９月１日

規則第８０号
さいたま市立病院管理規則の一部を改正す

る規則 
医 事 課 令和３年９月６日

規則第８１号
さいたま市請負工事検査規則の一部を改正す

る規則
工 事 検 査 課 令和３年９月１６日

規則第８２号
さいたま市文書管理規則の一部を改正する

規則 
総 務 課 令和３年９月２４日

規則第８３号
さいたま市庁舎管理規則の一部を改正する規

則 
庁 舎 管 理 課 令和３年９月２４日

規則第８４号
さいたま市立病院看護師寮管理規則の一部

を改正する規則 
病 院 総 務 課 令和３年９月２４日

規則第８５号
さいたま市土地区画整理事業保留地処分に

関する規則の一部を改正する規則 
市 街 地 整 備 課 令和３年９月２８日

規則第８６号 さいたま市会計規則の一部を改正する規則 出 納 課 令和３年９月２９日

規則第８７号
さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづ

くり条例施行規則の一部を改正する規則 
福 祉 総 務 課 令和３年１０月１日

規則第８８号
さいたま市議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

職 員 課 令和３年１０月１９日

規則第８９号
さいたま市職員の修学部分休業に関する条

例施行規則 
人 事 課 令和３年１０月２６日

規則第９０号
さいたま市職員の自己啓発等休業に関する

条例施行規則 
人 事 課 令和３年１０月２６日

規則第９１号
さいたま市技能職員の勤務時間等に関する

規則の一部を改正する規則
人 事 課 令和３年１０月２６日

規則第９２号
さいたま市職員の給料等の支給に関する規

則の一部を改正する規則 
職 員 課 令和３年１０月２６日

規則第９３号
さいたま市職員の通勤手当に関する規則の

一部を改正する規則 
職 員 課 令和３年１０月２６日



規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日

規則第９４号
さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に

関する規則の一部を改正する規則 
職 員 課 令和３年１０月２６日

規則第９５号
さいたま市職員の寒冷地手当に関する規則

の一部を改正する規則 
職 員 課 令和３年１０月２６日

規則第９６号
さいたま市移動等円滑化のために必要な道

路の構造上の基準に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

道 路 環 境 課 令和３年１０月２６日

規則第９７号
さいたま市生活環境の保全に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 
環 境 対 策 課 令和３年１０月２９日



さいたま市規則第７５号 

   さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８６号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （内部組織）  （内部組織） 

第１条 さいたま市事務分掌条例（平成１４年さい

たま市条例第７４号）第１条に規定する局等の内

部組織は、次のとおりとする。 

第１条 さいたま市事務分掌条例（平成１４年さい

たま市条例第７４号）第１条に規定する局等の内

部組織は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 経済局  経済局 

  商工観光部   商工観光部 

   経済政策課    経済政策課 

    総務係     総務係 

    経済企画係     経済企画係 

    支援係 

    施設整備準備係     施設整備準備係 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和３年９月１日から施行する。 



さいたま市規則第７６号 

   さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２９号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （条例附則第１３項の規則で定める日）  （条例附則第１３項の規則で定める日） 

第３４条の４ 条例附則第１３項の規則で定める日

は、令和３年１２月３１日とする。 

第３４条の４ 条例附則第１３項の規則で定める日

は、令和３年９月３０日とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第７７号 

さいたま市区役所等事務分掌規則の一部を改正する規則 

さいたま市区役所等事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８８号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（職員） （職員） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 区役所に副理事を置くことができる。 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

６ ［略］ ５ ［略］ 

７ ［略］ ６ ［略］ 

（職務） （職務） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 副理事、参事及び副参事は、上司の命を受け、

担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属

の職員を指揮監督する。 

３ 参事及び副参事は、上司の命を受け、担任事務

を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を

指揮監督する。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

７ 前条第６項に定める職員は、上司の命を受け、

担当事務に従事する。 

７ 前条第５項に定める職員は、上司の命を受け、

担当事務に従事する。 

附 則 

この規則は、令和３年９月１日から施行する。 



さいたま市規則第７８号 

   さいたま市会計規則の一部を改正する規則 

 さいたま市会計規則（平成１３年さいたま市規則第６１号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分）  （歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分）

第９５条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、歳

入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞ

れ次の区分によって整理しなければならない。た

だし、特に必要がある場合においては、会計管理

者等に協議の上、新たに区分を設けることができ

る。 

第９５条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、歳

入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞ

れ次の区分によって整理しなければならない。た

だし、特に必要がある場合においては、会計管理

者等に協議の上、新たに区分を設けることができ

る。 

 ［略］   ［略］ 

 保管金    保管金 

ア～コ ［略］ ア～コ ［略］ 

サ 個人番号カード等発行手数料 サ 電子証明書発行手数料 

シ～ソ ［略］ シ～ソ ［略］ 

附 則 

 （施行期日） 

 この規則は、令和３年９月１日から施行する。 



さいたま市規則第７９号

さいたま市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則

さいたま市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年さいたま市規則第１４８号

）の一部を次のように改正する。

様式第１号を次のように改める。



様式第1号(第3条関係) 

教育・保育給付認定申請書 

(宛先) さいたま市   福祉事務所長                               年   月   日 

申

請

者

保

護

者

住 所   

氏 名 

生年月日

連 絡 先 

自宅   (    ―     ―    ) 

携帯等① (    ―     ―    )【         】 

携帯等② (    ―     ―    )【         】 

【申請に当たり同意いただく事項】 

１．さいたま市が施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に必要な市民税の情報（以下の「世帯の状況」に記入いただいた児童

の同居者の情報を含む。）及び世帯状況を閲覧することがあります。 

２．子ども・子育て支援法第16条の規定に基づき、施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定の審査に当たって、官公庁に対し必

要な文書の閲覧又は資料（以下の「世帯の状況」に記入いただいた児童の同居者の情報を含む。）の提供（マイナンバーを用いた情報連携を含

む。）を求めることがあります。 

３．申請書に記載した情報（以下の「世帯の状況」に記入いただいた児童の同居者の情報を含む。）及び当該情報に基づき決定される利用者負担

額（保育料）等は、施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提

供することがあります。 

４．申請内容に虚偽があった場合には、教育・保育給付認定を取り消すことがあります。 

 以上のことに同意し、次のとおり施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費に係る教育・保育
給付認定を申請します。 

申請に係る小学校就学前の児童 続 柄 支給認定

証番号 

※既に認定を受けている場合のみ記入してください。 

フリガナ       

氏

名

性

別

障害者手帳の有無
生年月日   

保育の希望の有無 

(該当する番号を記

載) 

１ 有 
保護者の労働、疾病等の理由により、保育施設の利用を希望される場合 

(幼稚園等と併願する場合を含む。) 

２ 無 幼稚園等の利用を希望する場合(保育施設と併願する場合を除く。) 

注 

世帯の状況

児

童

の

同

居

者
(

同

一

家

屋

に

居

住

し

て

い

る

方

)
 

( フ リ ガ ナ ) 

氏 名 

申込児童

との続柄
生年月日 

保育を必要とする理由等 

(該当する番号を記載。8.その他の場合は、理由を記載し

てください。) 

障害者手

帳の有無

  (生計中

心者) 1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 



1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

生活保護の適用の有無 

(該当する番号を記載) 

1  適用なし 

2  適用あり (受給者番号      )(           保護開始) 



様式第６号を次のように改める。



様式第6号(第6条関係) 

施設型給付費・地域型保育給付費等現況届 

(宛先) さいたま市   福祉事務所長                               年   月   日 

申

請

者

保

護

者

住 所   

氏 名 

生年月日

連 絡 先 

自宅   (    ―     ―    ) 

携帯等① (    ―     ―    )【         】 

携帯等② (    ―     ―    )【         】 

【申請に当たり同意いただく事項】 

１．さいたま市が施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に必要な市民税の情報（以下の「世帯の状況」に記入いただいた児童

の同居者の情報を含む。）及び世帯状況を閲覧することがあります。 

２．子ども・子育て支援法第16条の規定に基づき、施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定の審査に当たって、官公庁に対し必

要な文書の閲覧又は資料（以下の「世帯の状況」に記入いただいた児童の同居者の情報を含む。）の提供（マイナンバーを用いた情報連携を含

む。）を求めることがあります。 

３．申請書に記載した情報（以下の「世帯の状況」に記入いただいた児童の同居者の情報を含む。）及び当該情報に基づき決定される利用者負担

額（保育料）等は、施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提

供することがあります。 

４．申請内容に虚偽があった場合には、教育・保育給付認定を取り消すことがあります。 

以上のことに同意し、次のとおり施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の支給について現
況を届け出ます。

申請に係る小学校就学前の児童 続 柄 支給認定証

番 号フリガナ     

氏 名 
性

別

障害者手帳の有無
生年月日   

世帯の状況

児

童

の

同

居

者

(

同

一

家

屋

に

居

住

し

て

い

る

方

) 

( フ リ ガ ナ ) 

氏 名 

申込児童

との続柄
生年月日 

保育を必要とする理由等 

(該当する番号を記載。8.その他の場合は、理由を記載し

てください。) 

障害者手

帳の有無

  (生計中

心者) 1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 



1．就労のため 
2．妊娠・出産のため
3．疾病・障害のため
4．災害復旧のため 

5．同居の親族の介護・看護のため 
6．就学のため(        ) 
7．求職中のため 

8．その他(                    ) 

生活保護の適用の有無 

(該当する番号を記載) 

1  適用なし 

2  適用あり (受給者番号      )(           保護開始) 



様式第７号を次のように改める。



様式第７号（第７条関係） 

年  月  日   

（宛先）さいたま市 福祉事務所長 

教育・保育給付認定変更申請書 

【申請に当たり同意いただく事項】 

１．さいたま市が施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に必要な市民税の情報（児童の同居者の情報を含む。）及び世

帯状況を閲覧することがあります。

２．子ども・子育て支援法第 16 条の規定に基づき、施設型給付費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定の審査に当たって、官公
庁に対し必要な文書の閲覧又は資料（児童の同居者の情報を含む。）の提供（マイナンバーを用いた情報連携を含む。）を求めることがあ

ります。

３．申請書に記載した情報（児童の同居者の情報を含む。）及び当該情報に基づき決定される利用者負担額（保育料）等は、施設型給付

費、地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に関する情報として必要と認められる場合に、施設・事業者に提供することがあります。

４．申請内容に虚偽があった場合には、教育・保育給付認定を取り消すことがあります。

以上のことに同意し、先に認定を受けた教育・保育給付認定に関し、次の事由により変更したいので申

請します。 

申請者・保護

者氏名及び生

年月日 

住所及び電話

番号 

児童氏名、生 

年月日及び 

申請者・保護

者との続柄 

氏  名 生年月日 続柄 支給認定証番号 

変更事由 

※該当番号を

記載し、必 

要な書類を 

添付してく 

ださい。 

現在の教育・保育給付認

定状況 
変更としたい事由 必要な書類 

①１号・ 

教育標準時間 

①保育が必要な事由 

（事由：      ） 
事由による 

②保育の必要量（標準時間） 保育の必要量が分か

る書類（勤務証明等 

） 
②２号・ 

保育標準時間 

③保育の必要量（短時間） 

④教育・保育給付認定期間

（期間延長） 
認定期間後の保育の

必要性が分かる書類

（勤務証明等） ③２号・ 

保育短時間 

⑤教育・保育給付認定期間

（期間短縮） 

⑥利用者負担額（父） 収入の証明となる書類

（算定根拠となる年度の

1月 1日時点で海外在住

の方のみ） 

④３号・ 

保育標準時間 

⑦利用者負担額（母） 

⑧利用者負担額（その他） 

⑤３号・ 

保育短時間 
⑨その他（       ） 状況に応じる 



附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市子ども・子育て支援

法施行細則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用すること

ができる。



さいたま市規則第８０号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係） 

 ［略］ 

予防

接種

料 

 ［略］ 

髄膜炎菌ワクチン  ［略］ 

帯状疱疹ワクチン ５，０００円

 ［略］

 備考 ［略］ 

 ［略］ 

予防

接種

料 

 ［略］ 

髄膜炎菌ワクチン  ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第８１号 

さいたま市請負工事検査規則の一部を改正する規則 

 さいたま市請負工事検査規則（平成１５年さいたま市規則第３４号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （検査の種類）  （検査の種類） 

第３条 工事検査員の行う検査の種類は、次のとお 第３条 工事検査員の行う検査の種類は、次のとお

 りとする。  りとする。 

 ［略］   ［略］ 

 中間検査 工事期間の途中において随時行う  中間検査 工事の施工中において随時行う検

  検査   査 

 既済部分検査 工事の完成前に既済部分の部  既済部分検査 工事の既済部分に対し、その

  分払等をしようとするときに行う検査   完成前に部分払等をしようとするときに行う検

  査 

（検査の手続） （検査の手続） 

第５条 工事所管課長は、受注者から工事完成通知 第５条 工事所管課長は、請負者から工事完成通知

 書の提出又は部分払の申出があったときは、速や  書の提出又は部分払の申出があったときは、速や

 かに当該工事を確認の上、工事検査請求書（様式  かに当該工事を確認の上、工事検査請求書（様式

第２号）により工事検査課長に検査を請求しなけ 第２号）により工事検査課長に検査を請求しなけ

 ればならない。  ればならない。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

（検査結果の報告等の発行） （検査結果の報告等の発行） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 工事所管課長は、前項の規定により工事完成検 ３ 工事所管課長は、前項の規定により工事完成検

 査調書又は工事既済部分検査認定調書を受理した  査調書又は工事既済部分検査認定調書を受理した

 ときは、受注者に通知するものとする。  ときは、請負者に通知するものとする。 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

工事概要通知書 

［略］ 

［略］ 

工事概要通知書 

［略］ 

［略］ 



受 注 者 

契 約 日 当初  変更  

［略］ 

監 督 職 員

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

監 督 員 

［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係）

工事検査請求書 

［略］ 

［略］ 

受 注 者 

［略］ 

監 督 職 員

［略］ 

工事検査請求書 

［略］ 

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

監 督 員 

［略］ 

様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係）

工事手直し指示書 

［略］ 

［略］ 

受 注 者 

［略］ 

工事手直し指示書 

［略］ 

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係）

工事手直し完了報告書 

［略］ 

［略］ 

受 注 者 

［略］ 

工事手直し完了報告書 

［略］ 

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

 ［略］  ［略］

様式第６号（第８条関係） 

工事検査報告書 

［略］ 

［略］ 

受 注 者 

［略］ 

監 督 職 員

［略］ 

様式第６号（第８条関係） 

工事検査報告書 

［略］ 

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

監 督 員 

［略］ 

様式第７号（第８条関係） 様式第７号（第８条関係）

工事完成検査調書 

［略］ 

課（所・室）長 様 

工事検査員    

［略］ 

工事完成検査調書 

［略］ 

工事検査員    

［略］ 



［略］ 

受 注 者 

［略］ 

監 督 職 員

［略］ 

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

監 督 員 

［略］ 

様式第８号（第８条関係） 様式第８号（第８条関係）

工事既済部分検査認定調書 

［略］ 

課（所・室）長 様 

工事検査員    

［略］ 

［略］ 

受 注 者 

［略］ 

監 督 職 員

［略］ 

工事既済部分検査認定調書 

［略］ 

工事検査員    

［略］ 

［略］ 

請 負 者 

［略］ 

監 督 員 

［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第８２号 

   さいたま市文書管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市文書管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（文書の受領及び配布）  （文書の受領及び配布） 

第９条 本庁又は区役所に到達した文書（課に直接

到達した文書及び通信回線を利用して受信した電

磁的記録を除く。）は、原則として文書主管課又

は文書管理課（以下「文書主管課等」という。）

において受領するものとする。ただし、書留、引

受時刻証明、配達証明、内容証明若しくは特別送

達の扱いによる郵便物又は電報については、書留

郵便物等収受簿（様式第１号）に所要事項を記入

の上、主務課又は名宛人に配布し、署名を得るも

のとする。 

第９条 本庁又は区役所に到達した文書（課に直接

到達した文書及び通信回線を利用して受信した電

磁的記録を除く。）は、原則として文書主管課又

は文書管理課（以下「文書主管課等」という。）

において受領するものとする。ただし、書留、引

受時刻証明、配達証明、内容証明若しくは特別送

達の扱いによる郵便物又は電報については、書留

郵便物等収受簿（様式第１号）に所要事項を記入

の上、主務課又は名宛人に配布し、受領印を徴す

るものとする。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 様式第１号を次のように改める。 



様式第１号（第９条関係） 

書 留 郵 便 物 等 収 受 簿 

年   月   日   

番 号 書 留 番 号 種 別 差 出 人 備 考 主 務 課 
受 領  

月 日  
受 領者

取扱者        



   附 則 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第８３号 

   さいたま市庁舎管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市庁舎管理規則（平成１３年さいたま市規則第６９号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第２号（第１５条関係） 

被 害 届 

 ［略］ 

 （宛先）さいたま市長 

届 出 者 

職・氏名        

［略］ 

様式第２号（第１５条関係） 

被 害 届 

 ［略］ 

 （あて先）さいたま市長 

届 出 者 

職・氏名        

 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第８４号 

   さいたま市立病院看護師寮管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院看護師寮管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４７号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

しらさぎ寮入寮申込書 しらさぎ寮入寮申込書 

 ［略］  ［略］ 

氏 名       氏 名       

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係） 

しらさぎ寮入寮承認書 しらさぎ寮入寮承認書 

 ［略］  ［略］ 

さいたま市立病院長  さいたま市立病院長 印 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３号（第４条関係） 様式第３号（第４条関係） 

誓 約 書 誓 約 書 

 ［略］  ［略］ 

氏 名       氏 名       

様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

しらさぎ寮退寮届 しらさぎ寮退寮届 

 ［略］  ［略］ 

氏 名       氏 名       

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第８５号 

   さいたま市土地区画整理事業保留地処分に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市土地区画整理事業保留地処分に関する規則（平成１３年さいたま市規則

第２０９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （入札の無効）  （入札の無効） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、

これを無効とする。 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、

これを無効とする。 

 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に

署名若しくは記名押印のないもの 

 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に

記名若しくは押印のないもの 

 入札金額を訂正した場合において、入札書に

署名している場合にあっては訂正の署名、記名

押印している場合にあっては訂正印のないもの

 入札金額を訂正した場合において、訂正印の

ないもの 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （住所等変更の届出）  （住所等変更の届出） 

第３３条 契約者（契約者が死亡したときは、その

相続人）は、契約締結後から第３０条第１項に規

定する登記が完了するまでの間において、次の各

号のいずれかに該当することとなったときは、市

長に、遅滞なく、住所等変更届（様式第７号）を

提出しなければならない。 

第３３条 契約者（契約者が死亡したときは、その

相続人）は、契約締結後から第３０条第１項に規

定する登記が完了するまでの間において、次の各

号のいずれかに該当することとなったときは、市

長に、遅滞なく、住所等変更届（様式第７号）を

提出しなければならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 前条の規定により、市長の承認を得て保留地

を譲渡したとき。 

 第３２条の規定により、市長の承認を得て保

留地を譲渡したとき。 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 

（表） （表） 

抽 選 参 加 申 込 書 抽 選 参 加 申 込 書 

 ［略］  ［略］ 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業      都市計画事業  土地区画整理事業 

 ［略］  ［略］ 

             氏 名                  氏 名     

             注              電話番号 



             電話番号 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業に係

る保留地の抽選に参加したいので、次のとおり申し

込みます。 

     都市計画事業  土地区画整理事業に係

る保留地の抽選に参加したいので、次のとおり申

し込みます。 

街 区 番 号 街区    

画 地 番 号 画地    

地 積 平方メートル

 ［略］ 

街 区 番 号 街区

保留地番号 号

地 積 平方メートル

 ［略］ 

（裏） （裏） 

抽 選 参 加 注 意 事 項 抽 選 参 加 注 意 事 項 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（第１０条関係） 様式第２号（第１０条関係） 

入 札 指 名 書 入 札 指 名 書 

 ［略］  ［略］ 

さいたま都市計画事業  土地区画整理事業 都市計画事業  土地区画整理事業

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

保留地 街区  画地  平方メートル

入札日時 年 月 日 午前・午後 時 分

 ［略］ 

 ［略］ 

街区番号 

及び保留 

地番号 

街区   号 

入札日時 年 月 日 午 
前 

後 
時 分 

 ［略］ 

様式第３号（第１３条関係） 様式第３号（第１３条関係） 

入   札   書 入   札   書 

 ［略］  ［略］ 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業      都市計画事業  土地区画整理事業 

 ［略］  ［略］ 

             氏 名                   氏 名     

             注 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業施行

規程及びさいたま市土地区画整理事業保留地処分に

関する規則を遵守のうえ、次のとおり入札します。

     都市計画事業  土地区画整理事業施行

規程及びさいたま市の土地区画整理事業保留地処分

に関する規則を遵守のうえ、次のとおり入札します。

街 区 番 号 街区    

画 地 番 号 画地    

地 積 平方メートル

入 札 金 額 円     

街 区 番 号 街区

保留地番号 号

地 積 平方メートル

入 札 金 額 円

様式第４号（第２３条関係） 様式第４号（第２３条関係） 

保 留 地 買 受 申 請 書 保 留 地 買 受 申 請 書 

 ［略］  ［略］ 



 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業      都市計画事業  土地区画整理事業 

 ［略］  ［略］ 

             氏 名                  氏 名     

             注              電話番号 

             電話番号 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業に係

る保留地を買い受けたいので、次のとおり申し込み

ます。 

     都市計画事業  土地区画整理事業に係

る保留地を買い受けたいので、次のとおり申し込み

ます。 

土
地
の
表
示

街 区 番 号 街区    

画 地 番 号 画地    

地 積 平方メートル

 ［略］ 

土
地
の
表
示

街 区 番 号 街区

保留地番号 号

地 積 平方メートル

 ［略］ 

様式第５号（第２４条関係） 様式第５号（第２４条関係） 

保 留 地 売 却 決 定 通 知 書 保 留 地 売 却 決 定 通 知 書 

 ［略］  ［略］ 

さいたま都市計画事業  土地区画整理事業 都市計画事業  土地区画整理事業

 ［略］  ［略］ 

処 分 価 格 円     
土
地
の
表
示

街 区 番 号 街区    

画 地 番 号 画地    

地 積 平方メートル

 ［略］ 

処 分 価 格 円
土
地
の
表
示

街 区 番 号 街区

保留地番号 号

地 積 平方メートル

 ［略］ 

様式第６号（第２５条関係） 様式第６号（第２５条関係） 

停止条件付土地（保留地）売買契約書 停止条件付土地（保留地）売買契約書 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業施行

者さいたま市代表者さいたま市長（以下「甲」とい

う。）と  （以下「乙」という。）とは、土地区

画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９６条第

２項の規定により生じた保留地の売渡しについて、

次により売買契約を締結する。 

     都市計画事業  土地区画整理事業施行

者さいたま市代表者さいたま市長（以下「甲」とい

う。）と  （以下「乙」という。）とは、土地区

画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第９６条第

２項の規定により生じた保留地の売渡しについて、

次により売買契約を締結する。 

 ［略］  ［略］ 

甲 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 甲 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

氏名 さいたま都市計画事業 土地区画整理事業 都市計画事業 土地区画整理事業

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第３３条関係） 様式第７号（第３３条関係） 

住 所 等 変 更 届 住 所 等 変 更 届 

 ［略］  ［略］ 

 さいたま都市計画事業  土地区画整理事業      都市計画事業  土地区画整理事業 

 ［略］  ［略］ 

             氏 名                  氏 名     

 ［略］  ［略］ 



土
地
の
表
示

街 区 番 号 街区    

画 地 番 号 画地    

地 積 平方メートル

変 更 前  

変 更 後  

変 更 理 由 

１ 氏名又は名称変更 ２

 死亡 ３ 解散  

４ 住所又は所在地変更 

５ 合併  

６ その他（     ）

土
地
の
表
示

街 区 番 号 街区

保留地番号 号

地 積 平方メートル

変 更 理 由 

１ 氏名又は名称変更 ２

 死亡 ３ 解散  

４ 住所又は所在地変更 

５ 合併 ６ その他（ 

 ） 

旧  

新  

   附 則  

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市土地区画整理事業保

留地処分に関する規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使

用することができる。 



さいたま市規則第８６号 

   さいたま市会計規則の一部を改正する規則 

 さいたま市会計規則（平成１３年さいたま市規則第６１号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （金額、数量等の訂正）  （金額、数量等の訂正） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］

３ 前項の規定により訂正したときは、署名がされ

た書類にあっては欄外に訂正の表示を明記及び署

名をし、又は訂正部分とともに作成者の署名と同

一の署名をし、押印がなされている書類にあって

は欄外に訂正の表示を明記押印し、又は訂正部分

とともに作成者の認印と同一の認印を押さなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正

の表示を明記押印し、又は訂正部分とともに作成

者の認印を押さなければならない。 

 ４ 前項の規定にかかわらず、第４４条第３項の規

定により押印が省略され、署名がなされている請

求書については、欄外に訂正の表示の明記及び署

名をし、又は訂正部分とともに作成者の署名と同

一の署名をしなければならない。 

 （外国文の証書類）  （外国文の証書類） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

 ２ 署名を慣習とする外国人の金銭の収支に関する

証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理する

ことができる。 

（出納員等及び現金取扱員等の収納金払込） （出納員等及び現金取扱員等の収納金払込） 

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 現金取扱員等は、収納した現金を指定金融機関

 等に払い込んだ場合は、現金取扱員等収納調書に

よって払込みの領収書を添付の上、即日又は翌日

までに所属の出納員等に報告しなければならない。

３ 現金取扱員等は、収納した現金を指定金融機関

等に払い込んだ場合は、現金取扱員等収納調書に

よって払い込みの領収書を添付の上、即日又は翌

日までに所属の出納員等の検印を受けなければな

らない。 



（請求の要件）  （請求の要件） 

第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 

２ 前項の請求書は、債権者の住所及び氏名を記載

させたもの（債権者が法人又は団体である場合に

あっては、その名称及び所在地並びに代表者の地

位及び氏名を記載させたもの）でなければならな

い。ただし、会計管理者が認めたときは、この限

りでない。 

２ 前項の請求書は、債権者の住所及び氏名を記載

して印鑑を押印させたもの（債権者が法人又は団

体である場合にあっては、その名称及び所在地並

びに代表者の地位及び氏名を記載して代表者の印

鑑を押印させたもの）でなければならない。ただ

し、会計管理者が認めたときは、この限りでない。

３ 負担金、補助及び交付金の交付に係る支出負担

行為に必要な書類において、規則その他の規程の

規定により、債権者に係る押印が不要とされ、か

つ、口座振替により公金を受領する場合には、自

署による署名がなされている第１項の請求書につ

いては、前項の規定による押印を省略することが

できる。 

３ ［略］ ４ ［略］ 

４ ［略］ ５ ［略］ 

５ ［略］ ６ ［略］ 

 （添付関係書類） （添付関係書類） 

第４６条 第４３条第２項の規定により添付する関

係書類は、債権者からの請求書（第４４条第５項

の規定により支出命令を発する場合を除く。）及

び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る書類とする。 

  ～  ［略］ 

２ ［略］ 

第４６条 第４３条第２項の規定により添付する関

係書類は、債権者からの請求書（第４４条第６項

の規定により支出命令を発する場合を除く。）及

び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る書類とする。 

  ～  ［略］ 

２ ［略］ 

  （債権者の領収印） 

第５０条 削除 第５０条 債権者の領収印は、請求書に押したもの

と同一のものでなければならない。ただし、請求

者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得

ない理由によって改印を申し出た場合は、この限

りでない。 

 ２ 前項ただし書の規定に該当する場合においては、

会計管理者は印鑑を証明すべき書類その他受領権

を証する書類を徴さなければならない。 

   附 則 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第８７号 

   さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する

規則 

 さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例施行規則（平成１６年さいたま

市規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

建築物に関する整備基準 建築物に関する整備基準 

整備項目 整  備  基  準 

 ［略］  

１３ 移動

等円滑化

経路 

 ［略］ 

 移動等円滑化経路は、次に

掲げるものであること。 

 ア～オ ［略］ 

 カ 移動等円滑化経路を構成

する特殊な構造又は使用形

態のエレベーターその他の

昇降機は、車いす使用者が

円滑に利用することができ

るものとして、次に掲げる

ものであること。 

（ア） 昇降行程が４メートル

以下のエレベーター又は

階段の部分、傾斜路の部

分その他これらに類する

部分に沿って昇降するエ

レベーターで、かごの定

格速度が１５メートル毎

分以下で、かつ、その床

面積が２．２５平方メー

トル以下のものにあって

は、次に掲げるものであ

ること。 

   ａ 平成１２年建設省告

示第１４１３号第１第

９号に規定するものと 

整備項目 整  備  基  準 

 ［略］ 

１３ 移動

等円滑化

経路 

 ［略］ 

 移動等円滑化経路は、次に

掲げるものであること。 

 ア～オ ［略］ 

 カ 移動等円滑化経路を構成

する特殊な構造又は使用形

態のエレベーターその他の

昇降機は、車いす使用者が

円滑に利用することができ

るものとして、次に掲げる

ものであること。 

（ア） 昇降行程が４メートル

以下のエレベーター又は

階段の部分、傾斜路の部

分その他これらに類する

部分に沿って昇降するエ

レベーターで、かごの定

格速度が１５メートル毎

分以下で、かつ、その床

面積が２．２５平方メー

トル以下のものにあって

は、次に掲げるものであ

ること。 

   ａ 平成１２年建設省告

示第１４１３号第１第

７号に規定するものと 



    すること。 

   ｂ・ｃ ［略］ 

（イ） ［略］ 

 キ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

    すること。 

   ｂ・ｃ ［略］ 

（イ） ［略］ 

 キ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 

適 合 証 交 付 請 求 書 適 合 証 交 付 請 求 書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

              注 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号（その１）を次のように改める。 



様式第２号（その１）（第４条、第５条、第９条関係） 
整備項目表（建築物）

○一般基準 

1 出入口 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 戸に衝突の防止措置があるか（前面が透明な戸の場合）  適 ･ 否  

② 利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できるか（自動ドアの場合）  適 ･ 否  

注意 1 適用欄の各印は、次に掲げる者が利用するものについて適用することを示す。（以下同じ。） 

◎ ：不特定かつ多数の者 

□ ：主として高齢者、障害者等 

△ ：主として視覚障害者 

無印：不特定かつ多数の者、主として高齢者、障害者等、主として視覚障害者及び多数の者 

注意 2 整備状況欄には、該当する方へ○を付ける。該当する特定施設等がない場合は斜線を記入する。 

   （以下同じ。） 

注意 3 備考欄の各印は、次の法令においても整備の基準であることを示す。（共同住宅又は寄宿舎、

車両の停車場等若しくは公共用歩廊にあっては 2,000 ㎡以上、公衆便所にあっては 50 ㎡以上のも

のに限る。）（以下同じ。） 

   ＃  ：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「法」という。） 

   ＃＃ ：埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例（以下「県条例」

という。） 

2 廊下等 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

② 点状ブロック等の敷設（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）＊1 ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

③ 
通行の支障となる突出物はないか（通行の安全上支障が生じないよう

措置が講じられた場合を除く。） 
 適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、以下の場合を除く。 

・勾配が 1/20 以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・高さ 16 ㎝以下で勾配 1/12 以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

3 階段 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 手すりを設けているか（踊場を除く。）  適 ･ 否 ＃ 

  〃 両側に設けているか（踊場を含む。）  適 ･ 否 ＃＃ 

② 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 段は識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

④ 段はつまずきにくいものか  適 ･ 否 ＃ 

段鼻の突き出しがなく、蹴込みは 2cm 以下か  適 ･ 否  

⑤ 
点状ブロック等の敷設（段がある部分の上端に近接する踊場の部分）

＊1 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

⑥ 主な階段を回り階段としていないか＊2  適 ･ 否 ＃ 

⑦ 踏面の両側に、側壁又は 2cm 以上の立上がり部があるか  適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、以下の場合を除く。 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

・段がある部分と連続して両側（法では片側）に手すりを設ける場合 

注意 2 ＊2 印は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときはこの限りではな

い。 

4 傾斜路

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 手すりを設けているか（勾配 1/12 以下で高さ 16 ㎝以下の傾斜がある

部分は免除） 
 適 ･ 否 ＃ 

  〃 両側に設けているか（   〃   ）  適 ･ 否  



② 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 前後の廊下等と識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

④ 
点状ブロック等の敷設（傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分

）＊1 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

⑤ 両側に側壁又は 5cm 以上の立上がり部があるか  適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、以下の場合を除く。 

・勾配が 1/20 以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・高さ 16 ㎝以下で勾配 1/12 以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

・傾斜がある部分と連続して両側（法では片側）に手すりを設ける場合 

5 便所（⑤を除き、男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ 1 以上） 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 「車いす使用者用便房（みんなのトイレ）」を設けているか（1 以上） － －  

 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか  適 ･ 否 ＃ 

 車いすで円滑に利用できる十分な空間が確保されているか  適 ･ 否 ＃ 

「車いす使用者用便房（みんなのトイレ）」（なお、床面積の合計

が 500 ㎡以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。）及び

公衆便所にあっては、車いすが 360 度回転できるよう、直径 1.5m 以

上の円が内接できる空間を確保すること。） 

 適 ･ 否  

 床の表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否  

② 
水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（1 以上）  適 ･ 否 ＃ 

③ 「みんなのトイレ」が 2 以上又は「みんなのトイレ」及び次に掲げる便

所（「ゆとりブース」）のある便房がそれぞれ 1 以上あるか（床面 

積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物（ホテル若しくは旅館又は共同住宅、

寄宿舎若しくは下宿を除く。）に限る。） 

 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか 

 車いすで円滑に利用できる十分な空間が確保されているか 

 適 ･ 否  

④ 次の手洗器を設けているか（「みんなのトイレ」、「ゆとりブース」

のある便所内） 
－ －  

 車いす使用者の利用に配慮した高さであり、下部に空間があるか  適 ･ 否  

 もたれかかった時に耐えうるものか又は両側に手すりが適切に配 

置されているか 
 適 ･ 否  

 手洗器具は容易に操作できるか  適 ･ 否  

⑤ 床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが 35cm 以下のものに

限る。）その他これらに類する小便器を設けているか（1 以上） 
 適 ･ 否 ＃ 

小便器の両側に手すりが適切に配置されているか（1 以上）  適 ･ 否  

⑥ 乳幼児設備（1 以上）（床面積の合計が 2,000 ㎡以上の建築物）＊1  適 ･ 否 ＃＃ 

     （1 以上）（床面積の合計が 500 ㎡以上の建築物及び公衆便

所）＊2 
 適 ･ 否  

     （1 以上）（床面積の合計が 500 ㎡未満の建築物（公衆便所

を除く。））＊2（努力基準） 
 適 ･ 否  

 便所内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けた便

房を設けたか（1 以上） 
 適 ･ 否 ＃＃ 

 便所内又は利用しやすい場所に、乳幼児用ベッドその他おむつの

交換ができる設備を設けたか（1 以上） 
 適 ･ 否 ＃＃ 

  、 の表示が便所の出入口にあるか  適 ･ 否 ＃＃ 

注意 1 ＊1 印は、以下に掲げる施設に限る。 

・学校（幼稚園に限る。） ・病院又は診療所 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ・集会場又

は公会堂 ・展示場 ・百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 ・ホテル又は旅館 ・

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 ・福祉ホームその他これに類するも

の（主として障害者等が利用するものに限る。） ・児童厚生施設、身体障害者福祉センターその

他これらに類するもの ・体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技

場 ・博物館、美術館又は図書館 ・飲食店 

注意 2 ＊2 印は、注意１に掲げる施設、学校（すべて）及び公衆便所に限る。 



6 浴室等（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ 1 以上） 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか  適 ･ 否  

② 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保され、段はないか  適 ･ 否  

③ 水栓器具は容易に操作できるか  適 ･ 否  

④ 

更衣ブース、シャワーブースの出入口の幅は 85 ㎝以上であるか（1 以上

）（構造上困難な場合又は車いす使用者が直進できる場合は、80cm 以上

） 

 適 ･ 否  

7 ホテル・旅館の客室 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 

「車いす使用者用客室」を設けているか 

（客室総数の 1/100 以上（50 室未満は不要）） 

〔客室の総数（ ）/100＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 

◎□ 適 ･ 否 

車いす使用者用客室

（ ）

室 

＃ 

（客室の総数 200 未満の場合はその 1/50 以上） 

〔客室の総数（ ）/50＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

（客室の総数が 200 以上の場合はその 1/100+2 以上） 

〔客室の総数（ ）/100+2＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

② 「車いす使用者用客室」の構造は適切か － －  

 便所 

（当該客室のある階に「車いす使用者用便房（みんなのトイレ）」が

設けられた共用便所がある場合は除く。） 

－ －  

 ・腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

 ・車いすで円滑に利用できる十分な空間が確保されているか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

  ・床の表面は滑りにくい仕上げであるか ◎□ 適 ･ 否  

 ・出入口の幅は 80 ㎝以上であるか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

 ・   〃  85 ㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車いす使用

者が直進できる場合は、80cm 以上） 
◎□ 適 ･ 否  

・戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前

後に高低差がないか 
◎□ 適 ･ 否 ＃ 

 浴室又はシャワー室 

（次の基準を満たした共用の浴室等がある場合は除く。） 
－ －  

・車いす使用者が円滑に利用できる構造か（浴槽、シャワー、手すり

等の適切な配置。十分な空間確保。） 
◎□ 適 ･ 否 ＃ 

・出入口の幅は 80 ㎝以上であるか ◎□ 適 ･ 否 ＃ 

・     〃   85 ㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車い

す使用者が直進できる場合は、80cm 以上） 
◎□ 適 ･ 否  

・戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前

後に高低差がないか 
◎□ 適 ･ 否 ＃ 

 客室には、車いすが 360 度回転できるよう、直径 1.5m 以上の円が

内接できる空間が確保されているか 
◎□ 適 ･ 否  

③ 
非常警報装置を設けているか（聴覚障害者が利用する客室内）（努力基

準） 
◎□ 適 ･ 否  

8 客席 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 

「車いす使用者用客席」を設けているか  

（客席の総数 200 未満の場合はその 1/50 以上） 

〔客席の総数（ ）/50＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 
◎□ 

－ 

適 ･ 否 

車いす使用者用客席

（ ）

席

（客席の総数が 200 以上 1,000 未満の場合はその 1/100+2 以上） 

〔客席の総数（ ）/100+2＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

（客席の総数が 1,000 以上の場合はその 1/500+10 以上） 

〔客席の総数（ ）/500+10＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

② 
「車いす使用者用客席」の幅は 90cm 以上、奥行きは、1.2m 以上である

か 
◎□ 適 ･ 否  



③ 
「移動等円滑化経路」を構成する出入口から「車いす使用者客席」ま

での経路は適切か 
－ －  

 幅は、1.2m 以上であるか ◎□ 適 ･ 否  

 傾斜路は適切か － －  

・手すりを両側に設けているか（勾配 1/12 以下で高さ 16 ㎝以下の

傾斜がある部分は免除） 
◎□ 適 ･ 否  

・表面は滑りにくい仕上げであるか ◎□ 適 ･ 否  

・両側に側壁又は 5cm 以上の立上がり部があるか ◎□ 適 ･ 否  

・幅は 1.2m 以上（段併設の場合は 90cm 以上）であるか ◎□ 適 ･ 否  

・勾配は 1/12 以下（高さ 16 ㎝以下の場合は 1/8 以下）であるか ◎□ 適 ･ 否  

・高さ 75 ㎝を超えるものにあっては、高さ 75 ㎝以内ごとに踊場を

設けているか 
◎□ 適 ･ 否  

・踊場を設ける場合は踏幅 1.5m 以上であるか ◎□ 適 ･ 否  

④ 難聴者の聴力を補うための装置を設けているか（努力基準） － － 
車いす使用者用客席

（ ）

席

（客席の総数 200 未満の場合はその 1/50 以上） 

〔客席の総数（ ）/50＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 
◎□ 適 ･ 否  

（客席の総数が 200 以上 1,000 未満の場合はその 1/100+2 以上） 

〔客席の総数（ ）/100+2＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

（客席の総数が 1,000 以上の場合はその 1/500+10 以上） 

〔客席の総数（ ）/500+10＝（ ）以上〕 
◎□ 適 ･ 否  

9 カウンター等 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
車いす使用者の利用に配慮（高さ、下部空間）したか（カウンター、記

載台、公衆電話台） 
  適 ･ 否  

② 
高齢者、障害者等の利用に配慮したか（券売機、公衆電話機、自動販売

機、水飲み器など）（努力基準） 
  適 ･ 否  

10 休憩設備 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
「休憩設備」を適切な位置に設けているか（2,000 ㎡以上の建築物に廊

下等を設ける場合に限る。）＊1 
 適 ･ 否  

② 必要に応じ、その表示をしたか  適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、以下に掲げる施設を除く。 

・公衆便所 

・主として自動車の駐車の用に供する施設 

11 敷地内の通路 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 表面は滑りにくい仕上げであるか  適 ･ 否 ＃ 

② 段がある部分は適切か － －  

 手すりを設けているか  適 ･ 否 ＃ 

  〃   両側に設けているか   適 ･ 否  

 段は識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 

 段はつまずきにくいものか  適 ･ 否 ＃ 

   段鼻の突き出しがなく、踏込みは 2cm 以下か  適 ･ 否  

③ 傾斜路は適切か － －  

 手すりを設けているか（勾配 1/12 以下で高さ 16 ㎝以下又は勾配

1/20 以下の傾斜がある部分は免除） 
 適 ･ 否 ＃ 

 〃  両側に設けているか（    〃    ）  適 ･ 否  

 前後の通路と識別しやすいものか  適 ･ 否 ＃ 



 両側に側壁又は 5cm 以上の立上がり部があるか  適 ･ 否  

④ 
通行の支障となる突出物はないか（通行の安全上支障が生じないよう措

置が講じられた場合を除く） 
 適 ･ 否  

⑤ 排水溝の溝ぶたは、白杖、車いす等の使用者の通行に支障のない構造か  適 ･ 否  

12 駐車場＊1 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 「車いす使用者用駐車施設」（1 以上）を設けているか  *2  適 ･ 否 

車いす使用者用駐車施設

（ ）

台

＃ 

（全駐車台数が 200 未満の場合はその 1/50 以上） 

〔全駐車台数（ ）/50＝（ ）以上 （小数点以下切上げ。以下同じ。）〕 
 適 ･ 否  

（全駐車台数が 200 以上 1,000 未満の場合はその 1/100＋2 以上） 

〔全駐車台数（ ）/100＋2＝（ ）以上〕 
 適 ･ 否  

（全駐車台数が 1,000 以上の場合はその 1/500＋10 以上） 

〔全駐車台数（ ）/500＋10＝（ ）以上〕 
 適 ･ 否  

② 「車いす使用者用駐車施設」の構造は適切か － －  

 幅は 3.5m 以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

 奥行きは 6m 以上であるか  適 ･ 否  

 「利用居室」までの経路が、できるだけ短い位置に設けられている

か 
 適 ･ 否 ＃ 

 車両への乗降部分はできるだけ水平であるか  適 ･ 否  

③ 
「高齢者、障害者等優先停車施設」（車寄せを設けた場合）は利用に配

慮したか（努力基準） 
－ －  

 車両への乗降部分はできるだけ水平で、1.5m×1.5m 以上であるか  適 ･ 否  

 必要に応じ、表示をしたか  適 ･ 否  

 出入口からの経路は、「移動等円滑化経路」を構成しているか  適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、駐車場が 2 以上あるときは、合わせて 1 の駐車場とみなす。 

注意 2 ＊2 印は、共同住宅、寄宿舎にあっては、2,000 ㎡以上のものに限る。 

13 標識 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
標識（移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所、駐車施設

の付近の見やすい位置に）が設置されているか 
 適 ･ 否 ＃ 

② ①で設ける標識の内容が JISZ8210 に適合しているか  適 ･ 否 ＃ 

③ ①以外の標識は適切か － －  

 見やすい位置に設置されているか  適 ･ 否  

 内容が容易に識別できるか  適 ･ 否  

④ 

誘導灯（直接地上へ通じる出入口、直通階段の出入口）は避難に配慮し

たものか（点滅機能及び音声誘導機能付き） 

（自動火災報知設備の設置を必要としない建築物を除く） 

◎□ 適 ･ 否  

14 案内設備 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 

移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所、駐車施設の配置 

を表示した案内板等又は案内所を設けているか（エレベーター等、便所、

駐車施設の配置を容易に確認できる場合は免除） 

 適 ･ 否 ＃ 

② 
移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等、便所の配置を点字等で

示す設備又は案内所を設けているか 
 適 ･ 否 ＃ 

③ 
聴覚障害者に配慮した設備を設けたか（案内、呼出し等の窓口）（努力

基準） 
 適 ･ 否  



○移動等円滑化経路 

1 各経路 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 次の各経路に階段・段が設けられていないか（傾斜路又はエレベータ

ー等を併設する場合は免除） 

 「道等」から「利用居室」まで（1 層移動のみの場合は、上下移動

の部分は免除） 

 「利用居室」（「利用居室」がない場合は、「道等」）から「車

いす使用者用便房（みんなのトイレ）」まで 

－ － 

適 ･ 否 

適 ･ 否 

＃ 

＃ 

  「利用居室」（「利用居室」がない場合は、「道等」）から「ゆ

とりブース」まで 
 適 ･ 否  

 「車いす使用者用駐車施設」から「利用居室」（「利用居室」が

ない場合は、「道等」）まで 
 適 ･ 否 ＃ 

 公共用歩廊の場合、「道等」から公共用歩廊を通過し、その他方

の側の「道等」まで 
 適 ･ 否 ＃ 

2 出入口 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 80 ㎝以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

幅は 85 ㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車いす使用者が直進で

きる場合は、80cm 以上) 
 適 ･ 否  

② 
戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
 適 ･ 否 ＃ 

③ 直接地上へ通じる主要な出入口は適切か － －  

 幅は 90cm 以上であるか  適 ･ 否  

 屋根又はひさしを設けたか（努力基準）  適 ･ 否  

3 廊下等 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 1.2m 以上であるか   適 ･ 否 ＃ 

② 区間 50m 以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか   適 ･ 否 ＃ 

③ 末端の付近に車いすが転回可能な場所があるか   適 ･ 否  

④ 
戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否 ＃ 

⑤ 
手すりを設けたか（病院、診療所、老人ホーム、福祉ホーム（高齢者

、障害者等が利用するものに限る。）に限る。） 
◎□ 適 ･ 否  

⑥ 

乳幼児のおむつの交換及び授乳ができる設備を設け、その位置を表示

しているか（1 以上）（5,000 ㎡以上のもの）*1（廊下等以外の場所に

設け、廊下等にその位置を表示することでも可） 

◎□ 適 ･ 否 ＃＃ 

注意 1 ＊1 印は、以下に掲げる施設に限る。 

   ・病院又は診療所 ・集会場又は公会堂 ・展示場 ・百貨店、マーケットその他物品販売業を

営む店舗 ・ホテル又は旅館 ・保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署  

・博物館、美術館又は図書館  

4 傾斜路 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 1.2m 以上（階段に併設する場合は 90cm 以上）であるか  適 ･ 否 ＃ 

② 勾配は 1/12 以下（高さ 16 ㎝以下の場合は 1/8 以下）であるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 
高さ 75 ㎝を超えるものにあっては、高さ 75 ㎝以内ごとに踊場を設け

ているか 
 適 ･ 否 ＃ 

④ 踊場を設ける場合は踏幅 1.5m 以上であるか  適 ･ 否  

5 エレベーター及びその乗降ロビー 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 



① 

かごは必要階（「利用居室」、「車いす使用者用便房（みんなのトイレ

）」、「車いす使用者用駐車施設」のある階、及び地上階）に停止する

か 

 適 ･ 否 ＃ 

 かごは必要階（「ゆとりブース」のある階）に停止するか  適 ･ 否  

② かご及び昇降路の出入口の幅は 80 ㎝以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

③ 
かごの奥行きは 1.35m 以上（床面積の合計が 1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満

の共同住宅、寄宿舎及び下宿にあっては、1.15ｍ以上）であるか 
 適 ･ 否 ＃ 

④ 乗降ロビーは水平で、1.5m×1.5m 以上であるか  適 ･ 否 ＃ 

⑤ 
かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けて

いるか 
 適 ･ 否 ＃ 

⑥ かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか  適 ･ 否 ＃ 

⑦ 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか  適 ･ 否 ＃ 

⑧ かご内の両側面に手すりを設けているか  適 ･ 否  

⑨ かご内に鏡を設けているか  適 ･ 否  

⑩ 戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか  適 ･ 否  

⑪ 不特定多数の者が利用する 2,000 ㎡以上の建築物に設けるものの場合 － －  

 かごの幅は 1.4m 以上であるか ◎ 適 ･ 否 ＃ 

 かごは車いすが転回できる構造か ◎ 適 ･ 否 ＃ 

⑫ 不特定多数の者又は主に視覚障害者が利用する者の場合＊1 － －  

 かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

 かご内及び乗降ロビーに点字等の方法による制御装置を視覚障害者

が円滑に操作できる位置に設けているか 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

 かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装

置を設けているか 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

 開閉するかごの出入口を知らせる音声装置を設けているか（出入口

が複数あるエレベーターの場合） 
◎△ 適 ･ 否  

 管制運転（地震、火災、停電時等）を行う装置を設け、作動時にそ

の旨を音声及び文字で知らせる設備を設けているか（努力基準） 
◎△ 適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、以下の場合を除く。 

・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合

6 特殊な構造又は使用形態のエレベーター等 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① エレベーターの場合 － －  

 段差解消機＊1 であるか   適 ･ 否 ＃ 

 かごの幅は 70cm 以上、奥行きは 1.2m 以上であるか   適 ･ 否 ＃ 

 かごの奥行きと幅は十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を

変更する必要がある場合） 
  適 ･ 否 ＃ 

② エスカレーターの場合 － －  

車いす使用者用エスカレーター＊2 であるか   適 ･ 否 ＃ 

注意 1 ＊1 印の「段差解消機」とは、昇降行程が 4m 以下のエレベーター又は階段の部分その他これらに

類する部分に沿って昇降するエレベーターで、かごの定格速度が 15m 毎分以下で、かつ、その床面

積が 2.25 ㎡以下のものは、平成 12 年建設省告示第 1413 号第 1 第 9 号に規定するものをいう。以

下同じ。 

注意 2 ＊2 印の「車いす使用者用エスカレーター」とは、車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させ

る場合に 2 枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、運転時における踏

段の定格速度を 30m 毎分以下とし、かつ 2 枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設

けたものにあっては、平成 12 年建設省告示第 1417 号第 1 ただし書のものをいう。以下同じ。

7 敷地内の通路＊1 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 1.2m 以上であるか   適 ･ 否 ＃ 



幅は 1.4m 以上であるか   適 ･ 否  

② 区間 50m 以内ごとに車いすが転回に支障がない場所があるか   適 ･ 否 ＃ 

③ 
戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否 ＃ 

④ 傾斜路は適切か － －  

 幅は 1.2m 以上（段に併設する場合は 90 ㎝以上）であるか   適 ･ 否 ＃ 

 勾配は 1/12 以下（高さ 16 ㎝以下の場合は 1/8 以下）であるか   適 ･ 否 ＃ 

 高さ 75 ㎝を超えるものにあっては、高さ 75 ㎝以内ごとに踏幅

1.5m 以上の踊場を設けているか（勾配 1/20 以下の場合は免除） 
  適 ･ 否 ＃ 

 踊場を設ける場合は踏幅 1.5m 以上であるか   適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までとする。



〇共同住宅及びホテル又は旅館における特定経路（移動等円滑化経路を除く。） 

1 経路 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 次の経路に階段・段が設けられていないか（傾斜路又はエレベーター

等を併設する場合は免除） 

 「道等」から各住戸又は各客室まで（1 層移動のみの場合は、上下

移動の部分は免除） 

－ － 

適 ･ 否 

2 出入口（各住戸又は各居室の出入口は除く。） 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
幅は 85 ㎝以上であるか（構造上困難な場合又は車いす使用者が直進で

きる場合は、80cm 以上) 
 適 ･ 否  

② 
戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
 適 ･ 否  

③ 直接地上へ通じる主要な出入口は適切か － －  

 幅は 90cm 以上であるか  適 ･ 否  

 屋根又はひさしを設けたか（努力基準）  適 ･ 否  

3 廊下等 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 1.2m 以上であるか  適 ･ 否  

② 区間 50m 以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか  適 ･ 否  

③ 
戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否  

4 傾斜路 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 1.2m 以上（階段に併設する場合は 90cm 以上）であるか  適 ･ 否  

② 勾配は 1/12 以下（高さ 16 ㎝以下の場合は 1/8 以下）であるか  適 ･ 否  

③ 
高さ 75 ㎝を超えるものにあっては、高さ 75 ㎝以内ごとに踊場を設け

ているか 
 適 ･ 否  

④ 踊場を設ける場合は踏幅 1.5m 以上であるか  適 ･ 否  

5 エレベーター及びその乗降ロビー 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
かごは必要階（各住戸又は各客室、「みんなのトイレ」、「車いす使用

者用駐車施設」のある階、及び地上階）に停止するか 
 適 ･ 否  

② かご及び昇降路の出入口の幅は 80 ㎝以上であるか  適 ･ 否  

③ かごの奥行きは 1.15ｍ以上であるか  適 ･ 否  

④ 乗降ロビーは水平で、1.5m×1.5m 以上であるか  適 ･ 否  

⑤ 
かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けて

いるか 
 適 ･ 否  

⑥ かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか  適 ･ 否  

⑦ 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか  適 ･ 否  

⑧ かご内の両側面に手すりを設けているか  適 ･ 否  

⑨ かご内に鏡を設けているか  適 ･ 否  

⑩ 戸の閉鎖を自動的に制止することができる装置を設けているか  適 ･ 否  

6 特殊な構造又は使用形態のエレベーター等 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① エレベーターの場合 － －  



 段差解消機であるか   適 ･ 否  

 かごの幅は 70cm 以上、奥行きは 1.2m 以上であるか   適 ･ 否  

 かごの奥行きと幅は十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を

変更する必要がある場合） 
  適 ･ 否  

② エスカレーターの場合 － －  

車いす使用者用エスカレーターであるか   適 ･ 否  

7 敷地内の通路＊1 

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 幅は 1.4m 以上であるか   適 ･ 否  

② 区間 50m 以内ごとに車いすが転回に支障がない場所があるか   適 ･ 否  

③ 
戸を設ける場合は車いす使用者が容易に開閉して通過しやすく、前後

に高低差がないか 
  適 ･ 否  

④ 傾斜路は適切か － －  

 幅は 1.2m 以上（段に併設する場合は 90 ㎝以上）であるか   適 ･ 否  

 勾配は 1/12 以下（高さ 16 ㎝以下の場合は 1/8 以下）であるか   適 ･ 否  

 高さ 75 ㎝を超えるものにあっては、高さ 75 ㎝以内ごとに 1.5ｍ以

上の踊場を設けているか（勾配 1/20 以下の場合は免除） 
  適 ･ 否  

 踊場を設ける場合は踏幅 1.5m 以上であるか   適 ･ 否  

注意 1 ＊1 印は、地形の特殊性がある場合は車寄せから建物出入口までとする。



○視覚障害者移動等円滑化経路（道等から案内設備までの 1 以上の経路に係る基準）＊1

整  備  項  目 適用 整備状況 備考 

① 
線状ブロック等及び点状ブロック等の敷設又は音声等により誘導する設

備の設置（進行方向を変更する必要のない風除室は免除） 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

② 線状ブロック等及び点状ブロック等は識別しやすいものか ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

③ 車路に近接する部分に点状ブロック等を敷設しているか ◎△ 適 ･ 否 ＃ 

④ 
段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ブロック等を敷設して

いるか ＊2 
◎△ 適 ･ 否 ＃ 

注意 1 ＊1 印は、以下の場合を除く。

   ・主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 

   ・受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口までの経路を整備してある場合 

注意 2 *2 印は、以下の場合を除く。

・勾配が 1/20 以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・高さが 16 ㎝以下で勾配が 1/12 以下の傾斜がある部分の上端に近接する場合 

・段又は傾斜がある部分と連続して両側（法では片側）に手すりが設けられている踊り場である場

合 



 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

様式第２号（その２）（第４条、第５条、第９条関

係） 

様式第２号（その２）（第４条、第５条、第９条関

係） 

整備項目表（小規模建築物） 整備項目表（小規模建築物） 

 [略]  [略] 

 ［略］  ［略］ 

 [略]  [略] 

２ 便所 ２ 便所 

 整 備 項 目 適用 整備状況 備考 

① 「ゆとりブース

」を設けている

か（１以上） 

 ・  ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 整 備 項 目 適用 整備状況 備考 

① 車いす使用者用

便房を設けてい

るか（１以上） 

 ・  ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 [略]  [略] 

 ［略］  ［略］ 

様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

特定生活関連施設新築等届出書 特定生活関連施設新築等届出書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

              注 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第５号（第６条関係） 様式第５号（第６条関係） 

特定生活関連施設変更届出書 特定生活関連施設変更届出書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

              注 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 



様式第６号（第８条関係） 様式第６号（第８条関係） 

特定生活関連施設新築等完了届出書 特定生活関連施設新築等完了届出書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

              注 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 

特定生活関連施設適合状況報告書 特定生活関連施設適合状況報告書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市長  （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

              注 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市だれもが住みよい福

祉のまちづくり条例施行規則の規定により作成されている様式については、当分の

間、使用することができる。 



さいたま市規則第８８号 

   さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

 さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

（平成１３年さいたま市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （災害の報告）  （災害の報告） 

第４条 実施機関は、その所管に属する職員につい

て、公務上の災害又は通勤による災害と認められ

る死傷病が発生した場合は、その指定する者に、

速やかに報告をさせなければならない。負傷し、

若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の

遺族（以下「被災職員等」という。）からその災

害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった

場合も、同様とする。 

第４条 実施機関は、その所管に属する職員につい

て、公務又は通勤により生じたと認められる死傷

病が発生した場合は、その指定する者に、速やか

に報告をさせなければならない。負傷し、若しく

は疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族（

以下「被災職員等」という。）からその災害が公

務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、

 同様とする。 

 （認定及び通知）  （認定及び通知） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害

が公務により生じたもの又は通勤により生じたも

ののいずれでもないと認定したときは、次に掲げ

る事項を記載した書面により、被災職員等にその

旨を通知しなければならない。 

２ 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害

が公務により生じたもの又は通勤により生じたも

ののいずれでもないと認定したときは、次に掲げ

る事項を記載した書面により、被災職員等にその

旨を通知しなければならない。 

 実施機関の職氏名    実施機関の長の職氏名 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

別表第１（第２条の２関係） 別表第１（第２条の２関係） 

１～７ ［略］ 

８ 相当の期間にわたって継続的に行う長時

間の業務その他血管病変等を著しく増悪さ

せる業務に従事したため生じた狭心症、心 

 筋梗塞、心停止（心臓性突然死を含む。）、

 心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、

 肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳

出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれら 

１～７ ［略］ 

８ 相当の期間にわたって継続的に行う長時

間の業務その他血管病変等を著しく増悪さ

せる業務に従事したため生じた狭心症、心 

 筋こうそく、心停止（心臓性突然死を含む。

 ）、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓

症、大動脈りゅう破裂（解離性大動脈りゅ

うを含む。）、くも膜下出血、脳出血、脳 



に付随する疾病 

９・１０ ［略］ 

 血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は

高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病 

９・１０ ［略］ 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市議会の議員

その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第１の規定は令和３

年９月１５日から適用する。 



さいたま市規則第８９号 

   さいたま市職員の修学部分休業に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市職員の修学部分休業に関する条例（令和３年さいた

ま市条例第３２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （修学部分休業の承認の申請手続） 

第２条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始めようとする日の１月前ま

でに行うものとする。 

２ 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について行わなけ

ればならない。 

３ 任命権者は、第１項の申請について、その事由を確認する必要があると認めると

きは、当該申請をした職員に対して、関係書類の提出を求めることができる。 

 （修学状況の変更の届出） 

第３条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を

任命権者に届け出なければならない。 

 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合 

 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合 

 修学部分休業に係る教育施設の課程を停学にされた場合 

 前３号に掲げるもののほか、修学状況について変更が生じた場合 

２ 前条第３項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

 （給与の減額） 

第４条 条例第３条の規定により減額すべき給与額は、修学部分休業をした月以後の

給料（教職調整額を含む。以下同じ。）、管理職手当、初任給調整手当、給料に対

する地域手当、寒冷地手当及び義務教育等教員特別手当から差し引くものとし、こ

れらから差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くもの

とする。 

第５条 条例第３条の規定により減額すべき給与額の算出の基礎となる修学部分休業

の承認を受けて勤務しなかった時間数の算定については、その月における当該時間



数を合計して行うものとする。この場合において、当該時間数の合計に１時間未満

の端数を生じたときは、その端数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満の

ときは切り捨てる。 

 （減額すべき給与額の算出） 

第６条 条例第３条の規定により減額すべき給与額の算出の基礎となる給料の月額は、 

さいたま市職員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号。以下「

職員給与条例」という。）、さいたま市教職員の給与に関する条例（平成２９年さ

いたま市条例第２１号。以下「教職員給与条例」という。）等の規定（職員給与条

例附則第３４項及び教職員給与条例附則第２５項の規定を除く。）によって給料を

減じて支給する場合であっても、職員が本来受けるべき給料の月額とする。 

２ 条例第３条の規則で定める手当は、管理職手当、初任給調整手当、給料に対する

地域手当、寒冷地手当及び義務教育等教員特別手当とする。 

３ 条例第３条の規則で定める時間は、さいたま市職員の給料等の支給に関する規則

（平成１３年さいたま市規則第３６号）第９条第３項に規定する時間（修学部分休 

 業をしている職員が教職員（教職員給与条例第２条第１項に規定する教職員をいう。 

 ）の場合にあっては、さいたま市教職員の給料等の支給に関する規則（平成２９年

さいたま市教育委員会規則第１４号）第９条第３項に規定する時間）とする。 

４ 条例第３条の規定により減額すべき給与額を算定する場合において、当該額に、

１円未満の端数を生じたときは、その端数が５０銭以上のときは１円とし、５０銭

未満のときは切り捨てる。 

 （修学部分休業の実績の報告） 

第７条 修学部分休業をしている職員は、各月の修学部分休業の取得実績について、

任命権者に対し、速やかに報告しなければならない。 

 （その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 



 （この規則の施行の日から１月を経過するまでの間に修学部分休業を始めようとす

る職員に関する読替え） 

２ この規則の施行の日から１月を経過するまでの間に修学部分休業を始めようとす

る職員に係る第２条第１項の規定の適用については、同項中「修学部分休業を始め

ようとする日の１月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。 



さいたま市規則第９０号 

   さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条例（令和３年さい

たま市条例第３３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （勤務成績その他の事情） 

第２条 条例第２条に規定する自己啓発等休業の承認に当たって考慮すべき事情は、

次のとおりとする。 

 勤務成績 

 出勤状況 

 職務復帰後に継続して勤務する意思があること。 

 前３号に掲げるもののほか、承認することが適当と認められない事情がないこ

と。 

 （大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合） 

第３条 条例第３条第１号の規則で定める場合は、学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）第９７条に規定する大学院の課程（同法第１０４条第７項第２号の規定によ

りこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。）又はこれに相当

する外国の大学（これに準じる教育施設を含む。）の課程であって、その修業年限

が２年を超え、３年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。 

 （自己啓発等休業の承認、期間の延長の承認等の申請手続） 

第４条 自己啓発等休業の承認、期間の延長の承認及び期間の短縮の承認の申請は、

自己啓発等休業の承認の申請にあっては自己啓発等休業を始めようとする日の１月

前までに、期間の延長の承認の申請にあっては延長をしようとする期間の初日の１

月前までに、期間の短縮の承認の申請にあっては短縮をしようとする期間の初日の

１月前までに行うものとする。 

２ 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるとき

は、当該申請をした職員に対して、関係書類の提出を求めることができる。 

 （自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 



第５条 条例第７条第２項の規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業の期間の再

度の延長をしようとする職員が負傷又は疾病により入院したことその他の自己啓発

等休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことによ

り、当該自己啓発等休業の再度の延長をしなければ当該職員の公務に関する能力の

向上に著しい支障が生じることとなったこととする。 

 （職務復帰） 

第６条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消

されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。 

 （報告） 

第７条 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員に対し、少なくとも、大学等課

程の履修の場合にあっては１学期に１回、国際貢献活動の場合にあっては６月ごと

に１回、大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容に関する報告を求めるものとす

る。 

２ 第４条第２項の規定は、前項の報告について準用する。 

 （退職手当の額を計算する場合における勤続期間の取扱い） 

第８条 条例第１１条第２項の規定により読み替えて適用されるさいたま市職員退職 

 手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号。以下「職員退職手当条例」という。 

 ）第１１条第４項又はさいたま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条例

第２２号。以下「教職員退職手当条例」という。）第１８条第４項の規則で定める

要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 

 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の

能率的な運営に特に資するものと認められること。 

 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号。以下「法」という。）第２９条の規定による懲戒処分（懲戒免職の処

分を除く。）又はこれに準じる処分を受けていないこと。 

 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間（職員

退職手当条例第１１条第５項及び教職員退職手当条例第１８条第５項の規定によ

り職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間並びに公益的法人等

へのさいたま市職員の派遣等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０３



号。以下「派遣条例」という。）第１８条第１項の規定により職員としての引き

続いた在職期間とみなされる期間を含む。）が５年に達するまでの期間中に退職

（次に掲げる退職を除く。）をしていないこと。 

  ア 通勤による負傷若しくは病気又は死亡による退職で、市長が別に定めるもの 

  イ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職で、市長が別に定めるもの 

  ウ 職員退職手当条例第２５条、教職員退職手当条例第３３条又は派遣条例第１

８条第３項の規定により退職手当が支給されないこととなる退職 

 前号の職員としての在職期間が５年に達するまでの期間中の勤務成績が良好で

あること。 

 法第２６条の５第５項の規定により自己啓発等休業の承認が取り消された場合

でないこと。 

２ 前項第３号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 

 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条第１項の規定による大学

院修学休業をした期間 

 法第２８条第２項の規定による休職の期間（通勤による、又は公務上の負傷又

は病気により休職にされた場合で任命権者が定めるものにおける当該休職の期間

を除く。） 

 法第２９条の規定による停職の処分を受けた期間 

 法第５５条の２第１項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期

間及び地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第

６条第１項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間 

 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１

項の規定による育児休業をした期間 

 さいたま市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年さいたま市条例第

４号）第２条の規定による配偶者同行休業をした期間 

 自己啓発等休業をした期間 

 前各号に掲げる期間に準じる期間 

 （その他） 



第９条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （この規則の施行の日から１月を経過するまでの間に自己啓発等休業を始めようと

する職員に関する読替え） 

２ この規則の施行の日から１月を経過するまでの間に自己啓発等休業を始めようと

する職員に係る第４条第１項の規定の適用については、同項中「自己啓発等休業を

始めようとする日の１月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。 



さいたま市規則第９１号 

   さいたま市技能職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市技能職員の勤務時間等に関する規則（平成１３年さいたま市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （修学部分休業） 

第１１条 職員の修学部分休業については、さいた

ま市職員の修学部分休業に関する条例（令和３年

さいたま市条例第３２号）の適用を受ける一般職

の職員の例による。 

第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

第１４条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９２号 

さいたま市職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の給料等の支給に関する規則（平成１３年さいたま市規則第３６号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

第４条 職員が月の中途において次の各号のいずれ

かに該当する場合におけるその月の給料は、日割

計算により支給する。 

第４条 職員が月の中途において次の各号のいずれ

かに該当する場合におけるその月の給料は、日割

計算により支給する。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条

例（令和３年さいたま市条例第３３号。以下「

自己啓発等休業条例」という。）第２条の規定

により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等

休業の終了により職務に復帰した場合 

２ 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可

を受け、育児休業法第２条の規定により育児休業

をし、公益的法人等派遣条例第２条第１項若しく

は外国派遣条例第２条第１項の規定により派遣さ

れ、停職にされ、配偶者同行休業条例第２条の規

定により配偶者同行休業をし、又は自己啓発等休

業条例第２条の規定により自己啓発等休業をして

いる職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務

に復帰した場合には、その月の給料をその際支給

することができる。 

２ 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可

を受け、育児休業法第２条の規定により育児休業

をし、公益的法人等派遣条例第２条第１項若しく

は外国派遣条例第２条第１項の規定により派遣さ

れ、停職にされ、又は配偶者同行休業条例第２条

の規定により配偶者同行休業をしている職員が、

給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場

合には、その月の給料をその際支給することがで

きる。 

 （給与の減額）  （給与の減額） 

第６条 条例第１８条第１項ただし書の場合の減額

すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料、

初任給調整手当、給料に対する地域手当及び寒冷

地手当の全額とする。 

第６条 条例第１８条第１項ただし書の場合の減額

すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料、

初任給調整手当及び給料に対する地域手当の全額

とする。 

第７条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生

じた月以後の給料、初任給調整手当、給料に対す

 る地域手当及び寒冷地手当から差し引くものとし、

退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、

 給料、初任給調整手当、給料に対する地域手当及

第７条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生

じた月以後の給料、初任給調整手当及び給料に対

する地域手当から差し引くものとし、退職、休職

等の場合において減額すべき給与額が、給料、初

任給調整手当及び給料に対する地域手当から差し



 び寒冷地手当から差し引くことができないときは、

 その他の未支給の給与から差し引くものとする。

引くことができないときは、その他の未支給の給

与から差し引くものとする。 

 （勤務１時間当たりの給与額の算出）  （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 条例第２３条の規則で定める手当は、初任給調

整手当、給料に対する地域手当及び寒冷地手当と

する。 

２ 条例第２３条の規則で定める手当は、初任給調

整手当及び給料に対する地域手当とする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９３号 

さいたま市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の通勤手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（返納の事由及び額等） （返納の事由及び額等） 

第１４条 条例第１５条第４項の規則で定める事由

は、通勤手当（１月の支給単位期間に係るものを

除く。）を支給される職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。 

第１４条 条例第１５条第４項の規則で定める事由

は、通勤手当（１月の支給単位期間に係るものを

除く。）を支給される職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 月の中途において地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第２８

条第２項の規定により休職にされ、法第２９条

第１項の規定により停職にされ、法第５５条の

２第１項ただし書に規定する許可を受け、公益

的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第３０３号）

第２条第１項若しくは外国の地方公共団体の機

関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関

する条例（平成１３年さいたま市条例第３０４

号）第２条第１項の規定により派遣され、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第２条の規定により育児休業を

し、さいたま市職員の配偶者同行休業に関する

条例（平成２７年さいたま市条例第４号）第２

条の規定により配偶者同行休業をし、又はさい

たま市職員の自己啓発等休業に関する条例（令

和３年さいたま市条例第３３号）第２条の規定

により自己啓発等休業をした場合（これらの期

間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又

は職務に復帰することとなる場合を除く。第１

６条第２項において「派遣等となった場合」と

いう。） 

 月の中途において地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号。以下「法」という。）第２８

条第２項の規定により休職にされ、法第２９条

第１項の規定により停職にされ、法第５５条の

２第１項ただし書に規定する許可を受け、公益

的法人等へのさいたま市職員の派遣等に関する

条例（平成１３年さいたま市条例第３０３号）

第２条第１項若しくは外国の地方公共団体の機

関等に派遣されるさいたま市職員の処遇等に関

する条例（平成１３年さいたま市条例第３０４

号）第２条第１項の規定により派遣され、地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法

律第１１０号）第２条の規定により育児休業を

し、又はさいたま市職員の配偶者同行休業に関

する条例（平成２７年さいたま市条例第４号）

第２条の規定により配偶者同行休業をした場合

（これらの期間の初日の属する月又はその翌月

に復職し、又は職務に復帰することとなる場合

を除く。第１６条第２項において「派遣等とな

った場合」という。） 

 ［略］   ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 



附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９４号 

さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則

第５４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （期末手当の支給を受ける職員）  （期末手当の支給を受ける職員） 

第２条 条例第２７条第１項前段の規定により期末

手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれ

ぞれの基準日に在職する職員（条例第２８条各号

のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に

掲げる職員以外の職員とする。 

第２条 条例第２７条第１項前段の規定により期末

手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれ

ぞれの基準日に在職する職員（条例第２８条各号

のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に

掲げる職員以外の職員とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条

例（令和３年さいたま市条例第３３号）第２条

の規定により自己啓発等休業をしている職員 

 （期末手当に係る在職期間）  （期末手当に係る在職期間） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 第２条第７号及び第８号に掲げる職員として

在職した期間については、その２分の１の期間

 第２条第７号に掲げる職員として在職した期

間については、その２分の１の期間 

 さいたま市職員の修学部分休業に関する条例

（令和３年さいたま市条例第３２号。以下「修

学部分休業条例」という。）第２条第１項の規

定による修学部分休業の承認を受けて勤務しな

かった期間については、その２分の１の期間 

 ［略］  ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （勤勉手当の支給を受ける職員）  （勤勉手当の支給を受ける職員） 

第１８条 条例第３０条第１項前段の規定により勤

勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそ

れぞれの基準日に在職する職員（条例第３０条第

第１８条 条例第３０条第１項前段の規定により勤

勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそ

れぞれの基準日に在職する職員（条例第３０条第



５項において準用する条例第２８条各号のいずれ

かに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職

員以外の職員とする。 

５項において準用する条例第２８条各号のいずれ

かに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職

員以外の職員とする。 

 ［略］    ［略］ 

 第２条第３号、第４号、第７号及び第８号の

いずれかに該当する者（市長が定める者を除く。

  ） 

 第２条第３号、第４号及び第７号のいずれか

に該当する者（市長が定める者を除く。） 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （勤勉手当に係る勤務期間）  （勤勉手当に係る勤務期間） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

 第２条第３号、第４号、第７号及び第８号の

いずれかに掲げる職員として在職した期間 

 第２条第３号、第４号及び第７号のいずれか

に掲げる職員として在職した期間 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 修学部分休業条例第２条第１項の規定による

修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期

間 

 ［略］  ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９５号 

さいたま市職員の寒冷地手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の寒冷地手当に関する規則（平成１６年さいたま市規則第９４号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （支給額が零となる職員）  （支給額が零となる職員） 

第４条 条例第３１条第３項第２号の規則で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

第４条 条例第３１条第３項第２号の規則で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 さいたま市職員の自己啓発等休業に関する条

例（令和３年さいたま市条例第３３号）第２条

の規定により自己啓発等休業をしている職員 

（支給日等） （支給日等） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 基準日から引き続いて法第２９条第１項の規定

により停職にされている支給対象職員又は第４条

各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給

対象職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務

に復帰した場合には、当該基準日に係る寒冷地手

当をその際支給することができる。 

３ 基準日から引き続いて法第２９条第１項の規定

により停職にされている支給対象職員又は第４条

第１号から第５号までに掲げる職員のいずれかに

該当している支給対象職員が、給料の支給日後に

復職し、又は職務に復帰した場合には、当該基準

日に係る寒冷地手当をその際支給することができ

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９６号 

   さいたま市移動等円滑化のために必要な道路の構造上の基準に関する条例施行

規則の一部を改正する規則 

 さいたま市移動等円滑化のために必要な道路の構造上の基準に関する条例施行規則

（平成２５年さいたま市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（歩道等又は自転車歩行者専用道路等の勾配） （歩道等の勾配） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

（立体横断施設のエレベーター） （立体横断施設のエレベーター） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 条例第１２条第３号ただし書の規則で定める基

準は、第１項ただし書の規定によるエレベーター

の構造とする。 

４ ［略］ ３ ［略］ 

（旅客特定車両停留施設の通路） 

第２０条 条例第３３条第１項第１号の規則で定め

る値は、１．４メートルとする。ただし、構造上

の理由によりやむを得ない場合においては、通路

の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のない

ものとし、かつ、５０メートル以内ごとに車椅子

が転回することができる広さの場所を設けた上で、

有効幅員を１．２メートルとする。 

２ 条例第３３条第１項第２号アの規則で定める値

は、９０センチメートルとする。ただし、構造上

の理由によりやむを得ない場合においては、８０

センチメートルとする。 

（旅客特定車両停留施設の出入口） 

第２１条 条例第３４条第１号の規則で定める値は、

９０センチメートルとする。ただし、構造上の理

由によりやむを得ない場合においては、８０セン

チメートルとする。 



２ 条例第３４条第２号アの規則で定める値は、９

０センチメートルとする。ただし、構造上の理由

によりやむを得ない場合においては、８０センチ

メートルとする。 

（旅客特定車両停留施設のエレベーター） 

第２２条 条例第３５条第１項第１号の規則で定め

る値は、籠の内法幅にあっては１．４メートルと

し、内法奥行きにあっては１．３５メートルとす

る。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーター

であって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造

のもの（開閉する籠の出入口を音声により知らせ

る設備が設けられているものに限る。）にあって

は、この限りでない。 

２ 条例第３５条第１項第２号の規則で定める値は、

８０センチメートルとする。 

３ 条例第３５条第１項第３号ただし書の規則で定

める構造は、第１項ただし書の構造とする。 

（旅客特定車両停留施設の傾斜路） 

第２３条 条例第３６条第１項第１号の規則で定め

る値は、１．２メートルとする。ただし、階段に

併設する場合においては、９０センチメートルと

する。 

２ 条例第３６条第１項第２号の規則で定める値は、

８パーセントとする。ただし、傾斜路の高さが１

６センチメートル以下の場合は、１２パーセント

とする。 

３ 条例第３６条第１項第３号の規則で定める値は、

高さにあっては７５センチメートルとし、踏み幅

にあっては１．５メートルとする。 

（旅客特定車両停留施設のエスカレーター） 

第２４条 条例第３７条第 1項第３号の規則で定め

る値は、８０センチメートルとする。 

（旅客特定車両停留施設の乗降場） 

第２５条 条例第３９条第２号の規則で定める値は、

５パーセントとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、

８パーセントとする。 

２ 条例第３９条第３号の規則で定める値は、１パ

ーセントとする。ただし、誘導車路の構造、気象

状況又は地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、２パーセントとする。

（旅客特定車両停留施設の乗車券等販売所、待合

所及び案内所） 



第２６条 条例第４２条第１項第２号アの規則で定

める値は、８０センチメートルとする。 

２ 条例第４２条第１項第２号イ（ア）の規則で定める

値は、８０センチメートルとする。 

第２７条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９７号 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 

第１章～第５章 ［略］ 

第６章 補則（第９８条―第１０２条） 

附則 

目次 

第１章～第５章 ［略］ 

第６章 補則（第９８条―第１０３条） 

附則 

（規制基準） 

第２２条 条例第３７条第１項に規定する規制基準

は、次の各号に掲げる設置者等の区分に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。 

 ・  ［略］ 

 粉じんに係る指定施設（以下この章及び別表

第４において「指定粉じん発生施設」という。

）を設置している者 別表第４ 

 ～  ［略］ 

（規制基準） 

第２２条 条例第３７条第１項に規定する規制基準

は、次の各号に掲げる設置者等の区分に応じ、当

該各号に定めるとおりとする。 

 ・  ［略］ 

 粉じんに係る指定施設（以下この章、第１０

３条及び別表第４において「指定粉じん発生施

設」という。）を設置している者 別表第４ 

  ～  ［略］ 

（立入検査の身分証明書） 

第９９条 条例第１２１条第２項の身分を示す証明

書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入

検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の

様式の特例に関する省令（令和３年環境省令第２

号）で規定する別記様式とする。 

 （立入検査の身分証明書） 

第９９条 条例第１２１条第２項の身分を示す証明

書は、身分証明書（様式第５２号）とする。 

 （受理書） 

第１０３条 市長は、条例第４０条（指定粉じん発

生施設に係る届出を除く。）、第４１条第２項若

しくは第３項、第４２条第１項から第３項まで（

指定粉じん発生施設に係る届出を除く。）、第８

９条又は第９１条第１項の規定による届出を受理

したときは、受理書（様式第５３号）を当該届出

をした者に交付するものとする。 



 様式第５２号及び第５３号を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前のさいたま市生活環境の保

全に関する条例施行規則第９９条の規定による身分証明書は、当該身分証明書の有

効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後のさいたま市生活環境の保全

に関する条例施行規則第９９条に規定する身分を示す証明書とみなす。 


